
※３：期中において前記資格要件を欠く状況が判明した場合、経営者保証を求めることを含め金融機関、申込人と協議を行うものとします。

「大口の無担保当座貸越根保証」で、反復継続的・安定的な資金調達が実現！
この機会に是非ご利用ください。（※１・２）

※１：ご利用にあたっては、裏面記載の資格要件をすべて満たすことが必要です。

また、信用保証協会の保証審査が必要です。ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。

※２：本制度を取扱える金融機関は、当協会と覚書を締結した金融機関に限ります。すべての金融機関で取扱える制度ではありませんのでご注意ください。 裏面へ

取�扱�期�間

令和6年３月３１日まで

物的担保不要！
最大２億円の大口無担保根保証が可能です‼

（申込金額は1,000万円以上から）

申込金融機関と連携し、法人代表者の
連帯保証を不要とする取扱いも可能です！

（個人は原則として連帯保証人不要）※詳細は裏面参照

通常より保証料率を

△０.０５％引き下げしています！

≪２年延長いたしました≫



和歌山県内に事業所を有し、次の①～③のいずれにも該当する中小企業者（法人、ただし組合
は除く。また確定申告が青色申告であり、貸借対照表添付の所得控除を受けている個人）。

１．業歴が３年以上、かつ決算を２期終了していること。
２．申込直前期の決算におけるＣＲＤ（中小企業信用リスクデータベース）を活用した保

証料区分が第７区分以上であること。
３．申込直前期の決算において、次のいずれかに該当する方

ア．法人は、自己資本比率１０％以上かつ２期連続経常利益計上を満たすこと。
イ．個人は、差引金額１，０００万円以上計上かつ申告所得２期連続計上を満たすこと。

１千万円以上
２億円以内

通常より△０．０５％引き下げた保証料率

・適用保険種別について、一般関係保険枠の『無担保保険』
もしくは『普通保険』を適用します。
ただし、『普通保険』を適用する場合は、申込金融機関の
債務者区分が「正常先」に限ります。

保 証 対 象

保証限度額

事業資金資金使途

２年以内

当座貸越根保証

約定弁済・随時弁済

金融機関所定利率

不要

覚書締結金融機関

保証料率

金融機関の

みなさまへ

裏面へ

保証期間

貸付形式

連帯保証人

返済方法 物的担保

貸付利率 取扱金融機関

『当貸プライム』の詳細について

令和5年4月

別途、会計参与設置会社
割引0.1％は利用可能。

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要




